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 今回の東北地方太平洋沖地震は、我が国の防災対策にとって、かつてな

い大きな反省と教訓をもたらすこととなった。 

 このような中で、被災地では、現在本格的な復旧・復興に向けての懸命

な取り組みが進められ、また全国の多くの地域で防災計画の見直しも始ま

っているところである。 

 本専門調査会では、これまでの審議を踏まえ、「中間とりまとめ」を行

ったが、被災地や全国各地における様々な取り組みを後押しするとの強い

思いのもと、以下のとおり提言を行うものである。 

 

 

１．地震・津波の想定のあり方について 

（１）これまでの地震・津波防災対策では、過去に繰り返し発生し、近い

将来同様の地震が発生する可能性が高く切迫性の高い地震・津波を想定

してきた。しかしながら、今般の東北地方太平洋沖地震はこの想定を大

きく上回り、甚大な被害を発生させた。今後、地震・津波の想定を行う

にあたっては、これまでの考え方を改め、津波堆積物調査などの科学的

知見をベースに、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・

津波を検討していくべきである。なお、一度想定した地震・津波につい

ても、最新の科学的知見を取り入れて適宜見直すことが不可欠である。 

 

（２）上記の考え方に基づき、今後、各地域ごとに地震・津波の想定を早

急に検討すべきである。今回の被災地の対策を講ずるにあたっては、今

般の東北地方太平洋沖地震を基本とする。 



 

２．今後の津波対策の考え方について 

（１）今後の津波防災対策は、切迫性が低くても東北地方太平洋沖地震や

最大クラスの津波を想定し、様々な施策を講じるよう検討していく必要

がある。しかし、このような津波高に対して、海岸保全施設等の整備の

対象とする津波高を大幅に高くすることは、施設整備に必要な費用、海

岸の環境や利用に及ぼす影響などを考慮すると現実的ではない。このた

め、住民の避難を軸に、土地利用、避難施設、防災施設の整備などのハ

ード・ソフトのとりうる手段を尽くした総合的な津波対策の確立が急務

である。 

 

（２）海岸保全施設等は、人命保護に加え、住民財産の保護、地域の経済

活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、比較的頻度の高い

一定程度の津波高に対して、引き続き整備を進めていくことを基本とす

べきである。なお、設計津波高を超えても、施設の効果が粘り強く発揮

できるような構造物の技術開発を進め、整備していく必要がある。 

 

（３）総合的な津波対策をさらに具体的に進めるためには、津波観測、警

報発表、情報伝達などの改善や防災教育、防災訓練の充実、避難路、避

難場所の整備などに積極的に努めていくことが求められる。一方で、今

般の津波における住民等の避難行動や情報伝達などについて、十分調査

分析を行う必要がある。今後、これらの調査分析に基づき、リスクコミ

ュニケーションの仕組みの構築等により、国民の防災意識の向上に努め

ていく必要がある。 

 


